
令和３年１０月２８日 

保護者の皆様へ 

丸岡南中学校 校長  黒川 光憲 

 

「学校生活のきまり」一部改訂について(お知らせ) 

 

秋冷の候、皆様には益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素より本校の教育活動にご理解とご

協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

さて、本校の「学校生活のきまり」について、昨年度より、生徒から一部改訂の要望があり、生徒会

を中心に内容を検討してきました。 

つきましては、本年度５月に生徒会執行部が全校生徒にアンケートを実施し、結果を受けて内容を検

討した結果、後期より下記の通り一部改訂いたしましたのでお知らせします。 

なお、詳細な約束については、生徒会から提案されたもの（下記「生徒会の申し合わせ事項」）を適用

しますので、ご家庭でのご協力をお願いいたします。 

 

記 

 

旧 改訂後 

＜服装・身なり＞  

【女子夏服】 

上着は学校指定のサマーセーラー服、ネクタイを

着用する。 

【女子夏服】 

上着は学校指定のサマーセーラー服または白の

ブラウスとし、ネクタイを着用する。 

【共通】 

下着の他に、白Ｔシャツ、白タンクトップ等の肌

着を着用する。 

【共通】 

カッターシャツやブラウスの下に、Ｔシャツ、タ

ンクトップ等の肌着を着用する。肌着の色は白ま

たは黒とし、無地（ワンポイントは可）とする。 

【共通】 

靴下は男女とも白（ワンポイント可）とする。ロ

ーソックスやハイソックス、ルーズソックスは履

かない。 

【共通】 

靴下は白または黒（ワンポイント可）とする。ロ

ーソックスやハイソックス、ルーズソックスは履

かない。 

＜頭髪＞  

学習や運動のさまたげになったり、加工したり，

さらに流行を追ったりした髪型はしない。ソフト   

モヒカンやアシンメトリーなどはしない。 

学習や運動のさまたげになったり、加工したり、

さらに流行を追ったりした髪型はしない。 

 

【生徒会の申し合わせ事項】 

＜服装・身なりについて＞ 

・肌着は模様・プリントのないものを着用する。 

・靴下の模様はワンポイント、ラインは１本までとし、蛍光色ラインのものは着用しない。 

＜頭髪について＞ 

・ツーブロックを認める。ただし、模様を入れたり、派手過ぎや極端な髪型にしたりしない。 

・ポニーテール・お団子・三つ編みを認めるが、編み込みや装飾になるような編み方はしない。 

・通学用ヘルメットを着用する妨げとなるような位置で束ねない。 

 

 

 

本件担当・お問い合わせ 

丸岡南中学校 藤田 
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